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令和５年８月2４日

ふくおか健康づくり団体・事業所宣言

協会けんぽと一緒に健康経営をはじめませんか？― ―



“健康”を経営的視点から考える『健康経営 』が注目

『健康経営』とは、社員の健康を重要な経営資源と捉え、健康増進

に積極的に取り組む経営スタイルのことです

【事業主が社員の健康づくりを積極的に推進】

社員の健康状態を把握
（社員全員が健診受診）

健康づくりの推進
（課題に沿った取り組みの実践）

【社員が心身ともに元気に働ける企業に】

生活習慣病の予防・改善
メンタルヘルス不調者の
予防・改善

社員の意識が変化
個々人が生活習慣を見直し

企業にはこんなメリットが！！

◎モチベーションＵＰ
◎欠勤率の低下
◎業務効率の向上

◎休職者への手当支払
の減少

◎健康保険料率の上昇
抑制

◎企業ブランド価値の
上昇

◎社内的・社外的
イメージの向上

◎事故・不祥事の予防
◎労災発生の予防

生産性の向上 負担軽減 イメージアップ リスクマネジメント
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🄬

※「健康経営 」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
🄬



『健康経営』に取り組む事業所が増えています

＜宣言状況＞
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約1.8倍
増加！

（5月末時点）
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業績・生産性向上

職場内のモチベーションの…

体調不良者の減少

職場の雰囲気の改善

欠勤の減少

社内コミュニケーションの向上

1,232社より回答

＜取り組み効果＞

福岡支部では、健康宣言事業所が直近５年間で

約1.8倍に増加しています。

令和３年３月に実施したアンケートの

結果、「欠勤の減少」「体調不良者の

減少」の項目において、約6割の事業

所が「効果があった（改善した）」と

実感されています。

業種 登録数(令和5年) 登録割合

1 建設業 1,943 44％

2 医療、福祉 478 11％

3 卸売業、小売業 401 9％

4 製造業 365 8％

5 サービス業 299 7％
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福岡支部の健康宣言事業所登録数
（社）

取り組み効果にかかるアンケート結果

4,369



『健康経営』は事業主の “健康宣言” からスタート

ふくおか健康づくり団体・事業所宣言

 ７つの分野から１つ以上を選んで
具体的取り組みを宣言
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特定健診の
受診

がん検診
の受診

食生活
の改善

運動習慣
の定着

禁 煙 その他の
健康づくり（受動喫煙防止

を含む） （歯科衛生など）

特定保健
指導の利用

❁ 登録事業所のメリット

県のサイトに掲載
広く公表

「登録証」の掲示で
イメージアップ

競争入札参加資格
の加点対象

事業所名が「ふくおか健康
づくり県民運動情報サイト」
に掲載されます。

「登録証」を事業所内に掲
示することで、顧客や取引
先等に対するイメージアッ
プにつながります。

福岡県の競争入札参加資格審
査項目である「地域貢献活動
評価項目」に該当し、加点対
象となります。（要別途申請）

求人票に掲載で
求職者にアピール

求人票に健康宣言事業所
として掲載ができ、求職者
にアピールができます。
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“健康宣言”は協会けんぽの『基本モデル』に合わせて登録しましょう

宣言内容の『基本モデル』とは

健診の受診率の目標値を設定01

特定保健指導 の利用率の目標数値を設定02

「食生活」「運動」「禁煙」等の分野から取組
を１つ以上設定

03

連
名
の
登
録
証
を
交
付
し
ま
す

※

※特定保健指導とは、健診結果より「メタボリックシンドローム」のリスクに応じ、生活習慣
の改善が必要な方に行われる指導のこと。
産業医の面談やかかりつけ医の診療のことではありません。

❁ 基本モデルで登録するメリット

スポーツクラブの
利用料割引

健康づくり優良
事業所認定

自費診療のCT検査
等の費用補助

福岡支部が行う認定制度へ
チャレンジすることができ
ます。

病気の早期発見・早期治療の
ためCT・MRI画像診断の
費用が割引になります。

健康測定器等の
利用料割引

各種測定器や健康講習の
利用料が割引になります。

スポーツクラブや健康測定
機器の利用料が割引になり
ます。
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“健康宣言”は協会けんぽの『基本モデル』に合わせて登録しましょう

宣 言 内 容 の 設 定 （例）

特定健診の受診率の向上に関すること✔
従業員の健診受診率100％を目指します

特定健診の受診率の向上に関すること✔

特定保健指導の利用率50％を目指します

その他の分野からもう１項目追加しましょう！



『健康づくり』を協会けんぽ福岡支部がサポート ～健診編～

 健康診断の費用補助（35歳以上）

労働安全衛生法で定める定期健診の検査項目にがん検診をプラスした『生活習慣病予防健診』を
実施しています。費用面でもかなりお得です！
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『健康づくり』を協会けんぽ福岡支部がサポート ～健診編～

 健康診断の費用補助（35歳以上）

7
※毎年３月下旬に事業所様宛にご案内をお送りしています

つのオトク３

健診費用の約７割を
協会けんぽが補助

全額負担 約18,000円
⇓ 

自己負担 約5,000円

費用面でかなりお得です

ご自宅周辺で

ラクラク受診

ご自宅や勤務先周辺で受診す
る健診機関を選択することが
できます

健診内容が

１５項目以上と豊富

定期健診の項目に胃がん・大腸がん
のがん検診をプラスした充実内容で
す

❁



『健康づくり』を協会けんぽ福岡支部がサポート ～健診編～

 健診結果のデータ提供
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事業者健診結果データの提供は事業主の義務です！

「高齢者の医療の確保に関する法律」第27条において、保険者は事業主等に対し健診結果の写しを提供するよう求
めることができ、また、提供を求められた事業主等は健診結果の写しを提供しなければならないことが規定されてい
ます。事業者健診結果データを医療保険者に提供することは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７
号）に抵触するものではありません。

＜参考＞
「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和５７年８月１７日法律第８０号）～抜粋～
第２７条【特定健康診査等に関する記録の提供】

２ 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の

法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者にかかる健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
３ 前二項の規定により、特定健康診査もしくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は
事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

❁ 提供の対象となる方

特定健診の受診が義務付けられている４０歳以上７５歳未満の協会けんぽ被保険者が対象となります。

なお、協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診されている方については、健診機関から直接協会けんぽにデータ提供があるた

め、事業主によるデータ提供は不要です。

協会けんぽの
生活習慣病予防健診

生活習慣病予防健診以外の
健康診断

４０歳以上
７５歳未満 データ提供不要

事業主が協会けんぽにデータ（紙媒体でも可）

を提供しなければならない



『健康づくり』を協会けんぽ福岡支部がサポート ～健診編～
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・協会けんぽの『生活習慣病予防健診』を利用している
→選択肢２（CSV形式）

・同意書を提出し健診機関から健診結果を提供している
→選択肢１（XML形式）

・事業所から直接協会けんぽへ健診結果を提供している
→選択肢３（pdf形式や紙媒体）

・過去に同意書を提出したことがなく、今年初めて同意書を提出する場合
→選択肢４

健康経営優良法人 健康経営度調査・中小規模法人部門の評価項目をクリア❁

▼回答例（2024申請書素案P.29）



『健康づくり』を協会けんぽ福岡支部がサポート ～健診後の健康サポート～

 健診後の健康サポート（特定保健指導）
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健康診断の結果より、生活習慣病の発症リスクがある方に対し、保健師・管理栄養士がお一人おひとり
に寄り添った方法で、無理のない減量や生活習慣の改善のアドバイスをしていきます。

❁ 対象となる方（メタボのリスクがある方）

健診を受けた40歳以上の方のうち

さらに 血圧 血糖

脂質 喫煙

※喫煙については、血圧・血糖・脂質のリスクが
1つ以上の場合のみに追加

男性：85cm以上
女性：90cm以上

腹囲

以下の追加リスクが1つ以上ある方

25以上BMI

また
は

対象に該当

メタボリックシンドローム（メタボ）とは？❁

不規則な生活習慣により、お腹周りに内臓脂肪がたまることで、高血圧・高血糖・脂質異常などが
起こり、生活習慣病になりやすくなっている状態のことです。



『健康づくり』を協会けんぽ福岡支部がサポート ～健診後の健康サポート～

 健診後の健康サポート（特定保健指導）ご利用の流れ
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目標の設定（20～30分の初回面談）01

02

・健診結果をわかりやすく丁寧に説明します
・ライフスタイルや体の状態に合わせて、生活習慣の改善に
向けた目標と行動計画を一緒に考えます

利用方法は３パターンからお選びいただけます

01｜健診当日

健診機関で面談

健診受診後にお声がかかり
ましたら利用しましょう！

02｜健診後日

協会けんぽの保健師・管理
栄養士による事業所での面
談

03｜健診後日

スマホ等によるリモート
での面談

※ ※

※健診機関で受けていない場合、事業所様宛にご案内をお送りいたします

３か月以上のチャレンジ 03 目標達成度のチェック



『健康づくり』を協会けんぽ福岡支部がサポート ～登録後の特典～

 健診結果データ・医療費データの分析

協会けんぽ福岡支部が保有する健診結果データ・医療費データ
より、事業所様ごとに健康状態を分析し、課題を“見える化”した
『事業所カルテ』をご提供しています。

※被保険者数や健診受診者数によっては、データが表示できない項目
もあります。
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 健康づくり実践アドバイザーの派遣

保健師・管理栄養士等健康づくりの専門職が、事業所様の健康課題を確認し、
課題解決に向けた取り組みについてオーダーメイドのアドバイスをいたします。

無料でご利用いただけます。直接事業所様へ訪問とオンライン（Zoom）での面談も可能です。



『健康づくり』を協会けんぽ福岡支部がサポート ～健康に関する情報提供①～
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＊『健康保険委員』に登録

 健康に関する情報提供

健康保険委員とは・・・
社会保険等事務担当者様に広報誌のお受け取りの
「宛名」としてご登録いただいています。

・情報誌を発行
福岡支部情報誌【KENPO❜S通信】を年５回、
ご担当者様（健康保険委員）にお送りしています。
協会けんぽからのお知らせ、法改正などの最新情報、
健康づくりに関する耳寄り情報など、盛りだくさん
の内容をお届けしています。

・協会けんぽGUIDE BOOK
健康保険給付や健診などに関する内容を網羅した冊子
と申請書の記入方法・必要書類が分かる冊子の２冊を
毎年度最新版をお届します。



『健康づくり』を協会けんぽ福岡支部がサポート ～健康に関する情報提供①～

14

健康経営優良法人 中小規模法人部門の評価項目もクリア❁

評価項目
組織体制
（健康づくり担当者の設置）

『健康保険委員』に登録することで
評価項目の実績として回答できます

＊ポイント①
「全ての事業場」において、設置すること

＊ポイント②
SQ2.資格を持っている担当者の設問
『その他（健康保険委員）』と記入

＊ポイント③
SQ3.外部の専門家の設問
本資料P11の派遣実績がある場合
『健康づくり実践アドバイザー』と記入

▼回答例（2023申請書P.26）

１

✔

✔

✔ 健康保険委員

✔ 健康づくり実践アドバイザー（協会けんぽの保健師・管理栄養
士）



『健康づくり』を協会けんぽ福岡支部がサポート ～その他サービス～
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＊メールマガジン
保健師・管理栄養士による健康コラム・レシピや
旬の情報などを毎月配信！

 健康に関する情報提供

評価項目 管理職または従業員に対する教育機会の設定

『メールマガジン』に登録し、A・Bどちらかをクリアすることで評価項目の実績として回答できます

A：全従業員にメルマガを登録してもらう

B：ご担当者様が登録し、全従業員にメールを転送もしくは回覧

健康経営優良法人 中小規模法人部門の評価項目もクリア❁



健康宣言を次のステップへ ～福岡支部認定～

宣言の取り組みを評価させていただく認定制度があります。認定を受けることで、健康づくり
に取り組む優良企業として対外的にアピールができます。

協会けんぽ福岡支部認定 「健康づくり優良事業所認定制度」

認定要件を満たした事業所を「健康づくり優良事業所」、特に取り組みが優良な事業所を
「健康づくり優良事業所ゴールド」として認定し、認定証やロゴマークを贈呈します。

【健康づくり優良事業所】認定要件
①ふくおか健康づくり団体・事業所宣言に登録していること
②生活習慣病予防健診および事業者健診（40歳以上）の受診率が

80％以上であること
③特定保健指導を利用していること
④健康保険委員の委嘱を受けていること
⑤がん対策サポート事業の登録をしていること（福岡県に登録）
⑥取組実績報告書を提出していること
（協会けんぽが指定する項目をすべて記入）

【健康づくり優良事業所ゴールド】認定要件
※優良事業所に加えて（⑥は回答内容を審査）
①生活習慣病予防健診の受診率80％以上
②特定保健指導の利用率が50％以上

認定特典❁ ❁
①認定証とロゴマーク贈呈

名刺や広告に使用できるので、対外的にア

ピールができます！

②西日本シティ銀行のローン金利優遇

16



健康宣言を次のステップへ ～経済産業省の認定制度～

宣言の取り組みを評価させていただく認定制度があります。認定を受けることで、健康づくり
に取り組む優良企業として対外的にアピールができます。

経済産業省の認定制度 「健康経営優良法人認定制度」

地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取
り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業
等を顕彰する制度です。

「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法
人」として、全国的にPRすることができます。
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令和５年度から新規で宣言をする事業所は、宣言内容が“基本モデル”を満たしていない場合、健康経営優良法人
認定（中小規模法人部門）の『保険者の健康宣言事業所への参加』の必須条件を満たしませんので、ご注意くだ
さい。

詳しくは経済産業省ホームページや認定事務局が運営する
Action!健康経営ポータルサイトをご確認ください❁

▲Action!健康経営ポータルサイト▲経済産業省ホームページ


